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手当の名称 平成 26年３月分まで 平成 26年４月分から
　児童扶養手当（全額支給） 　月額　41,140 円 　月額　41,020 円
　児童扶養手当（一部支給） 　月額　41,130 円～ 9,710 円 　月額　41,010 円～ 9,680 円
　特別児童扶養手当（１級） 　月額　50,050 円 　月額　49,900 円
　特別児童扶養手当（２級） 　月額　33,330 円 　月額　33,230 円
　特別障害者手当 　月額　26,080 円 　月額　26,000 円
　障害児福祉手当 　月額　14,180 円 　月額　14,140 円
　福祉手当（経過措置分） 　月額　14,180 円 　月額　14,140 円
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■発行／士別市役所
　〒 095-8686　士別市東６条４丁目１番地
　☎ ( 代表 )0165(23)3121    FAX 0165(22)1934
　士別市ホームページ　http//www.city.shibetsu.lg.jp
　開庁時間　午前８時30分～午後５時15分（土日祝日、年末年始を除く）
■編集／総務部秘書広報課   メール  hishokohoka@city.shibetsu.lg.jp
■印刷／田中印刷株式会社


